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D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

認知症高齢者グ
ループホームにつ
いては、応募がな
かった3施設の再募
集を引き続き行いま
す。
定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護、（看護）小規模
多機能型居宅介護
については、引き続
き募集を行います。

4 -
ふれあい館事
業の推進

市内6か所のふれあい館で、「介護予防・健康づく
り」に関連したイベントや講座等を開催します。

介護予防・健康づくりに
関するイベントや講座の
開催数・参加者数

200回開催
2,400人参加

○
上半期は介護予防・健康づくりに関
するイベントや講座を95回開催し、
参加者は1084人でした。

引き続き介護予防・健康
づくりに関するイベント・
講座を開催します。ま
た、より多くの方に参加し
ていただくために効果的
な周知方法を検討してい
きます。

市内6か所の全てのふれあい館で、シニア向
け健康体操教室やボール体操、体力測定な
どを行いました。また、今年度から連携協定を
締結したFC町田ゼルビアと実施した「ゼルビ
ア体操」や、メガロス町田の協力のもと「高齢
者のための介護予防教室」を行いました。
これらの介護予防・健康づくりに関するイベン
トや講座を合計241回実施し、延べ3,226人の
方に参加していただきました。

241回開催
3,226人参加

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

介護予防や健康づ
くりの講座やイベン
ト内容の充実を図り
ます。
また、既存の講座・
イベントの参加者を
増やすため高齢者
支援センター等と
連携した周知活動
を行います。

①4月1日から期間を定めて4施設
を公募し、1施設応募がありました。
残りの3施設は再募集を開始しまし
た。
②③4月1日から期間を定めず随時
受付をした結果、問い合わせはあり
ましたが、応募にまでは至っていま
せん。

①引き続きHP等で残りの
3施設の再募集を行いま
す。
②③引き続きHP等で募
集を行います。

①応募があった1施設については、整備運営
候補事業者として選定しました。残りの3施設
については、引き続き再募集を行いました。
②1事業者から応募があり、選定に向けて手
続きを進めました。
③他自治体のアプローチ方法についての調
査や市内事業所を対象にしたアンケートの実
施、また、事業所連絡会への参加などサービ
スの実態把握に努めましたが、応募には至り
ませんでした。

①1施設
②0施設
③0施設

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

介護サービスを安
定的に供給するた
め、引き続き就労相
談会・面接会等を
実施するとともに、
介護職員初任者研
修の資格取得支援
をし、人材確保に努
めます。また、実務
者研修修了者への
補助を開始し、介
護人材の定着・育
成の支援をします。

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

介護のしごと
魅力発信

新たな介護人材の確保や、すでに介護事業所等
で働いている職員の定着につなげることを目的とし
て、介護の仕事のやりがいや働く方の想いなどを紹
介する動画を作成します。また、学生や子育て世
代など、これから仕事につく若い世代を対象とし
て、介護の仕事の魅力を紹介する冊子等を作成し
ます。

①「介護のしごと魅力発
信」動画公開本数
②周知冊子作成

①3本
②完成

○

①介護職員初任者研修の資格取
得支援で資格を取得した高校生の
インタビュー動画１本を公開しまし
た。また、若い世代へ介護の仕事
の魅力を発信するため、施設系・通
所系事業所の協力のもと、若手職
員のインタビュー動画2本の作成に
着手しました。
②①の動画と連動し、介護の仕事
の魅力を紹介する冊子の作成に着
手しました。また、冊子の周知のた
め、デジタルサイネージ用の動画を
作成いたしました。

①介護施設の若手職員
のインタビュー動画2本を
公開します。また、11月
に開催される福祉の研
究発表会「アクティブ福
祉in町田」の動画を公開
します。
②介護の魅力を紹介す
る冊子を作成するととも
に、ポスター等で周知を
行い、多くの人の手に届
くよう働きかけます。

①介護施設の若手職員のインタビュー動画2
本を公開しました。また、８月に開催した市内
の福祉施設の見学バスツアーのイベントレ
ポート動画と、11月に開催した福祉の研究発
表会「アクティブ福祉in町田」の動画を公開し
ました。
②介護のしごとの魅力を紹介する冊子を作成
し、ポスターやデジタルサイネージ等で周知を
行いました。公共施設や、近隣大学、スー
パー、スポーツクラブ、商業施設、カフェなど
の民間施設等87箇所で配付を行いました。

①5本
②完成

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、介護職が
仕事の選択肢とな
るように介護の仕事
の魅力を発信して
いきます。
特に、若い世代に
興味を持ってもらえ
るように、大学生な
どと連携した事業を
検討していきます。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

介護人材バン
クによる多様
な担い手の確
保

就労相談会や面接会、求職・求人アプリなどのICT
を活用した相談と研修等を通じて、介護人材バンク
による市内介護事業所への就労マッチングを推進
します。
また、介護職員としての基礎知識や技術を習得す
る資格であり、身体介護を行うために必須である、
介護職員初任者研修の受講を支援することにより、
新たな介護人材を確保します。また、介護の周辺
業務に従事している職員のステップアップとして、
育成・定着を支援します。

①介護人材バンクによる
就労人数

②資格取得者数（研修
修了者数）

計画
類型

①集合型の就労相談会や面接会
を10回開催しました。また、求職・求
人アプリなどを活用し、あわせて24
人が就労に繋がりました。
②介護職員初任者研修について、
学校・子どもセンターでのチラシ配
架や広報等で周知をし、45人から
申込がありました。

①引き続き、就労相談会
及び面接会を実施して
いきます。
②市民向け研修会等に
おいて資格取得支援事
業の周知及び受講者の
募集を行い、資格取得を
支援していきます。

①集合型の就労相談会及び面接会を24回開
催したことに加え、「介護の入門的研修」等の
市民向け研修において参加者を対象とした就
労相談を実施しました。
人材の確保は厳しい状況が続いていますが、
介護職員初任者研修の資格取得支援や、求
職・求人アプリの活用、オンラインでの就労相
談の実施などの細やかな支援により、53人が
就労に繋がりました。
②市内の介護事業所等に新たに就労する方
及び就労中の方を対象とした介護職員初任
者研修の資格取得支援を行い、58人が研修
の受講を修了しました。

①53人

②58人

①75人

②70人
○

3

個
別
計
画

地域密着型
サービス
事業所の拡充

地域密着型サービスのうち、認知症高齢者グルー
プホームの整備事業者を公募により、4施設選定し
ます。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の整備事
業者についても公募により、各1施設選定します。

①認知症高齢者グルー
プホームの選定数
②定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の選定
数
③（看護）小規模多機能
型訪問介護看護の選定
数

①4施設
②1施設
③1施設

△

部課名 いきいき生活部いきいき総務課

課の使命
〇高齢者やその家族等が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるように、介護サービスの基盤整備や高齢者施設の管理・運営、介護人材の確保・育成・定着の支援、災害時の要配慮者支援等を推進します。
〇いきいき生活部の総務担当課として、部の仕事の運営と進行を管理します。また、庁内外との調整機能を果たし、円滑な業務遂行を目指します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

引き続き業務分担の平
準化や、業務の効率化、
職員間の情報共有・連
携の強化に努めます。
また、全国労働衛生週
間に合わせた「ikiiki生活
宣言」運動のなかで、年
次有給休暇取得勧奨を
行います。

業務分担の平準化や効率化、Teamsを活用し
た職員間の情報共有を行うことで、休暇を取
得しやすい職場風土を醸成しました。
また、全国労働衛生週間に合わせた「ikiiki生
活宣言」運動のなかで、年次有給休暇取得勧
奨を行いました。この結果、目標を上回る職員
1人当たり平均18.0日の年次有給休暇取得に
繋がりました。

18.0日/人 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後も、変化してい
く社会情勢や働き
方に対応していくた
め、業務の平準化
や効率化に取り組
み、引き続き休暇を
取得しやすい職場
風土の醸成に努め
ます。

6 -
ワークライフバ
ランスの実現

業務分担の平準化や、業務の効率化、職員間の
情報共有・連携の強化に努め、年次有給休暇の取
得しやすい職場風土を醸成します。

年次有給休暇取得日数 15日以上/人 ○

Teamsを活用した情報共有を行うこ
とで、資料作成や庶務手続きなど
が円滑に行われるようにしました。
また、朝礼や係内打ち合わせで課
長や係長が呼びかけを行い、休暇
を取得しやすい職場風土を醸成し
ました。この結果、職員1人当たり平
均6日の年次有給休暇取得に繋が
りました。

5

事
務
事
業
見
直
し

課の事務事業
見直し及び効
率化

部内の一般会計分の消耗品について、発注・支払
い業務を一元化することにより事務の効率化を図り
ます。

一元化の実施 実施 ○

一般会計分の消耗品に係る発注・
支払い業務について、部内一元化
に向けた運用方法について検討を
進めました。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各課の負担軽減の
ために業務の見直
しを実施し、引き続
き業務の効率化に
取り組みます。

一般会計分の消耗品に
係る発注・支払い業務に
ついて、部内一元化の
運用を開始します。

一般会計分の消耗品に係る発注・支払い業
務の部内一元化について、上半期に一元化
の運用方法の検討を行い、10月から部内一
元化の運用を開始しました。その結果、各課
で実施していた発注・支払い業務を取りまとめ
ることで、各課の事務を削減し、部全体として
事務を効率化することができました。

実施
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部課名 いきいき生活部　保険年金課

課の使命
・市民の身近な窓口として、国民健康保険・後期高齢者医療及び国民年金に関する正確で分かりやすい相談、手続き業務を提供します。
・被保険者の健康の維持・増進のために健康づくりを推進するとともに、必要な時に必要な医療を受けられる制度を持続していくために、国民健康保険及び後期高齢者医療の財政の健全化を図り、効率的な運営を行います。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

・2023年度決算や被保険者数の推
移などを踏まえ、一般会計からの赤
字補てん額の推計を行っていま
す。

・赤字補てん額の推計結
果をもとに、2025年度の
保険税率案を作成しま
す。

・1月に開催する町田市
国民健康保険運営協議
会への諮問・答申を経
て、税率改定手続きと周
知を行います。

・一般会計からの赤字補てん額が計画値の
16.1億円に収まるよう、2025年度保険税率の
改定を行いました。

16.1億円16.1億円 ○

3

事
務
事
業
見
直
し

市民満足度の
向上

・国民健康保険のオンライン手続きを導入すること
で市民の利便性の向上を図ります。

・窓口対応の市民満足度を向上させるため、職員
の接遇のレベルアップを図る研修を実施します。ま
た、窓口の混雑状況の確認やオンライン発券がで
きる新たな発券機を設置し、待ち時間の減少・混雑
の平準化を図ります。

①国民健康保険オンライ
ン手続きの導入件数

②窓口対応の市民満足
度調査結果

①1件 9件
※上半期で目
標値を達成し
たため、上方
修正しました。

②窓口対応の
満足度90%以
上

◎

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・第6期計画に基づ
き、保険税率の見
直しを実施します。

2

個
別
計
画

被保険者の健
康の維持・増
進

・「データヘルス計画（生活習慣病等予防事業実施
計画）」に基づき保健事業を実施します。

①糖尿病性腎症重症化予防のための面談指導及
び電話指導を実施します。指導の実施にあたって
は、かかりつけ医と連携を図った上で効果的に推
進します。

②被保険者の健康意識の醸成・向上を目的に、生
活習慣病予防に関する講演会を実施します。

③人工透析への移行要因となる慢性腎臓病（腎硬
化症、慢性腎炎など）を予防するため腎機能の数
値に異常がある方に対して受診勧奨を実施しま
す。

①糖尿病性腎症重症化
予防事業参加者の糖尿
病に関する検査値の維
持改善率

②講演会の実施回数

③腎機能に異常がある
方への医療機関への受
診勧奨の実施率

①75%

②1回

③100%

○

①糖尿病性腎症重症化予防が必
要と考えられる547名に対し、9月に
通知および電話による参加勧奨を
実施しました。

②10月4日に民間協定を活用し、
「体力アップチャレンジ講座」を開
催します。9月に参加者を募集し、
定員30名を超える38名の申し込み
がありました。

③腎機能の数値に異常がある方
547名に対し、9月に医療機関への
受診勧奨を行いました。

①かかりつけ医と連携を
図り、効果的な保健指導
を9月から2月にわたり実
施します。

②講演会を通じて、日常
の生活習慣の改善を促
します。また、講演会開
催結果を踏まえ、次年度
の講演会実施に向けた
検討を行います。

③受診勧奨対象者が医
療機関を受診したかなど
について、効果分析を行
います。

①保険指導計画の立案にあたっては、参加
者のかかりつけ医の意見を踏まえるなど、連
携して事業を実施しました。その結果、75%の
参加者が、事業参加前と比べて検査値を維
持改善することができました。

②講演会には27名に参加いただき、全員から
生活習慣改善の意識が高まったと回答いただ
きました。次年度も、被保険者の関心が高い
テーマで講座を開催できるよう民間協定事業
者と打ち合わせを行いました。

③新たな取組として、腎機能の数値に異常が
ある方全員に医療機関への受診勧奨を行
い、被保険者の健康意識の向上を図りまし
た。また、分析結果を踏まえ、次年度の取組
を検討しました。

①75%

②1回

③100%

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

・第3期データヘル
ス計画に基づき、被
保険者の健康の維
持・増進につながる
取組を実施します。

1

経
営
改
革
プ
ラ
ン

国民健康保険
財政の健全化

・2025年度保険税率の見直しを行い、適切な税率
とすることで、一般会計からの赤字補てん額を減少
させます。

保険税率改定後の一般
会計からの赤字補てん
額

A

A:当初の
目標を大
幅に上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

・引き続き、市民満
足度の向上に向け
た取組を推進しま
す。

①6月に成人健康診査受診券の再
発行や、年度途中で国民健康保険
に加入された方への受診券発行な
ど、5件のオンライン手続きを導入し
ました。

②8月・9月に、職員に対しオンライ
ンで接遇研修を行いました。研修
で気づいた接遇の改善点を課内で
周知し、今後の窓口対応に活かし
ます。
また、混雑状況の確認やオンライン
発券ができる発券機を導入したこと
で、市民の利便性が向上しました。

①国民健康保険への加
入・脱退、高額療養費の
申請など、さらに4件のオ
ンライン手続きの導入に
向けた検討を進めます。

②11月に来庁者の市民
満足度アンケートを実施
します。

①国民健康保険の加入・脱退や、高額療養
費の申請など13件のオンライン手続きを導入
したことで、市民の利便性が向上しました。
実際に手続きを利用された市民の方からは
「手間がかからず簡単にできた」「時間を気に
しなくて良い」といった声をいただいており、5
段階評価のうち平均で4以上の評価をいただ
きました。

②職員に対し接遇研修を行い、研修参加者
のアンケートから改善点を周知し、接遇スキル
の向上を図りました。11月に窓口で市民満足
度調査を実施した結果、「満足している」「概
ね満足している」という回答が99%でした。

①13件

②窓口対応の
満足度99%



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

4

事
務
事
業
見
直
し

ワーク・ライフ・
バランスの推
進のための業
務の効率化

・業務効率化の取組として、新たに次の3件に取組
みます。

①国民健康保険証、後期高齢者医療保険証の送
付方法を簡易書留から特定記録郵便に変更しま
す。

②後期高齢者医療の葬祭費支給業務にRPA※を
導入するとともに、他の業務への導入について検
討します。

※RPA（Robotic Process Automationの略）は、普
段人が行う定型的なパソコン操作をソフトウェアのロ
ボットが代替して自動化するもの

③市民の問い合わせへの対応時間を短縮するた
め、送付物やホームページの見直しを行い、よりわ
かりやすい表現に改めます。

業務効率化の取り組み
件数

3件 ○

①国民健康保険証、後期高齢者医
療保険証の送付方法を簡易書留
から特定記録郵便に変更しました。
保険証の返戻がなくなり、業務の簡
素化が図れました。

②4月から葬祭費支給業務にRPA
を導入し、業務の効率化を図りまし
た。また、他の業務でRPA導入が可
能かどうか、業務の洗い出しを行い
ました。

③市民が、よりわかりやすく情報を
得ることができるよう、ホームページ
に保険料試算ができる東京都後期
高齢者医療広域連合へのリンクを
追加したり、チラシに納税通知書に
関するFAQが閲覧できるQRコード
を記載するなど、ホームページの見
直しを2件、チラシの見直しを5件行
いました。

①12月2日の保険証廃
止以降の各種交付書面
等の取扱いについて、検
討します。

②引き続き、他の業務へ
のRPA導入に向けた検
討を行います。

③12月2日からの保険証
廃止に伴い、マイナ保険
証の利用が基本となりま
す。
この新たな制度に関する
問い合わせの増加が見
込まれるため、わかりや
すい情報発信を行いま
す。
また、その他の業務につ
いても、市民が必要な情
報を効率的に得られるよ
う、通知やホームページ
の表現の見直しなどを行
います。

①保険証の送付方法を簡易書留から特定記
録郵便に変更した結果、保険証の返戻がなく
なり、業務の簡素化が図れました。また、12月
2日以降、従来の保険証に代わる「資格確認
書」も特定記録郵便で送付し、業務の簡素化
を図りました。

②葬祭費支給業務はRPAの導入により、業務
の効率化が図れたため、1件当たりの作業時
間が削減できました。また、他業務でのRPA導
入について検討した結果、システム改修に合
わせた導入を引き続き検討することとしまし
た。

③12月2日以降に国民健康保険・後期高齢者
医療制度への加入者に向けて、わかりやすい
表現で被保険者証の取扱いについて周知を
行った結果、問い合わせ件数の減少につな
がり、スムーズな制度移行ができました。また、
ホームページでは、記事上段に目次を設け、
市民が読みたい項目にスムーズにアクセスで
きるような工夫を行いました。
その他、国民健康保険では、マイナ保険証利
用により、医療機関等で限度額適用認定証の
提示が不要となることを周知した結果、申請や
問い合わせ件数が減少しました。
また、国民健康保険税のシミュレーション表を
ホームページに掲載したことで、市民が自身
で保険税試算をできるようになり、問い合わせ
件数が減少しました。

④上記の取組を行った結果、時間外勤務時
間数が2023年度と比較し、10%以上削減でき
ました。

3件 B

B：取組
件数は
目標値ど
おりでし
たが、こ
れらを取
り組んだ
ことで、
時間外
勤務時
間数が
2023年
度と比較
し、10%
以上削
減できた
ためで
す。

・引き続き、業務効
率化に向けた取組
を推進します。



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

より多くの方に参加
していただき、フレ
イルに関心を持っ
ていただけるよう、
引き続き周知を
図っていきます。ヒ
アリングフレイルに
ついても、早期発
見、早期対応につ
ながるよう引き続き
啓発を行っていきま
す。

①5月と7月に開催したフレイル
チェック会参加者に対するアンケー
トのうち、「講座で学んだ内容を日
常生活の中に取り入れてみたいで
すか」について86100%の人が「取り
入れてみたい」と回答しました。※
集計に誤りがあったため。
②ヒアリングフレイルに関するチラシ
を、市内の医療機関や高齢者が利
用する施設で配布しました。また、
フレイルチェック会において、加齢
性難聴に関する講話や聞こえに関
するセルフチェックを実施したほ
か、聞こえの状態を確認できるアプ
リの紹介を行いました。

①②11月、12月にもフレ
イルチェック会を開催し、
フレイル予防、ヒアリング
フレイルに興味を持って
いただけるように啓発に
努めます。また、市民セ
ンターまつりなど様々な
世代の方が集まるイベン
トにおいて、ヒアリングフ
レイルの啓発活動を行い
ます。

①フレイルチェック会を年4回実施し、合計107
人が参加しました。今年度から後期高齢者へ
の送付物にフレイルチェック会の案内を同封
するなどの周知をしたことにより、前年度より参
加者が増加しました。
フレイルチェック会参加者に対するアンケート
のうち、「講座で学んだ内容を日常生活の中
に取り入れてみたいですか」について99%の人
が「取り入れてみたい」と回答しました。
②ヒアリングフレイルに関するチラシを、市内
の医療機関や高齢者が利用する施設で配布
したほか、11月と12月に実施したフレイル
チェック会では、聞こえについての講話や、
チェック表を用いた参加者ご自身によるセル
フチェック、聞こえの状態を確認できるアプリ
の紹介を行いました。また、10月と11月には、
市民センターまつりに出展し、アプリの紹介を
行うなど、高齢者だけでなく、様々な世代の方
に向けてヒアリングフレイルを知っていただく
ための取組を行いました。

①99%
②実施

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

各業務担当間での
情報共有の他、推
進員等が把握した
地域課題につい
て、連携して解決に
向けた取組をすす
めます。

2

重
点
事
業
プ
ラ
ン

認知症の人や
その家族の居
場所づくり

「認知症とともに生きるまち」を実現するため、認知
症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域住
民等多様な関係者が参加するワークショップを開
催します。ワークショップでは「16のまちだアイ・ス
テートメントの普及」「認知症の人の社会参加」につ
いてアイデアを出し合い、実現に向けた支援を行
います。

まちづくりワークショップ
の参加者数

100人 △

認知症の人を含めた地域住民等を
対象に、認知症の人の「やりたいこ
と」や「希望」などの生の声を参考に
しながら、認知症の人と一緒に行う
地域活動のアイデアを話し合うワー
クショップを8月に実施する予定で
したが、台風10号の影響により、中
止としました。

10月に専門職等を対象
に、「16のまちだアイ・ス
テートメントの普及」を
テーマとしたワークショッ
プを開催します。また、8
月に中止したワーク
ショップの開催及びアイ
デアの実現支援につい
ては関係者と調整し、年
度内に実施します。

10月に「16のまちだアイ・ステートメントの普
及」をテーマとしたワークショップを開催し40人
が参加しました。12月に認知症の人と一緒に
行う地域活動のアイデアを話し合う「“やりた
い”思いをつなぐワークショップ」を開催し、認
知症の人を含む33人が参加しました。ワーク
ショップ開催後は、出てきたアイデアの実現に
向けた支援を行いました。
加えて、認知症について考える普及啓発イベ
ントである「まちだDサミット」では、「認知症とと
もに生きるまち」の一員として参加者が出来る
ことを考えるワークを行い、60人が参加しまし
た。

133人 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

16のまちだアイ・ス
テートメントについ
ては、ワークショッ
プで出されたアイデ
アをもとに、有効な
普及方法を検討・
実践します。
認知症の人の社会
参加については、
ワークショップで出
された認知症の人
の「やりたいこと」の
実現に向けて、引き
続き、関係者の調
整や課題の整理な
どの支援を行いま
す。

1 -

高齢者支援セ
ンターにおけ
る効率的な業
務体制の検討

高齢者の生活を支えるための相談窓口や地域づく
りの拠点として高齢者支援センターが重要な役割
を担っていますが、高齢者人口の増加に加え、
8050問題やダブルケアなど、相談内容が複雑化、
複合化しており、高齢者支援センターの業務が増
加しています。そのため、高齢者支援センター職員
の業務について、より効率的・効果的に地域づくり
ができるような業務体制を検討します。

高齢者支援センター職
員の効率的な業務体制
検討

計画
類型

課内で係長職による検討チームを
立ち上げ、2023年度に実施した高
齢者支援センターのあり方検討会
の結果を踏まえ、現状の改善状況
を確認し、2025年度委託仕様への
反映について検討しました。
併せて高齢者支援センター職員数
の見直しを含め、効率的・効果的な
業務体制について検討を行いまし
た。

引き続き、2025年度委託
契約に向けて、高齢者
支援センター職員の効
率的・効果的な業務体
制について検討し、各支
援センターに提示すると
共に、あり方検討の結果
も踏まえた委託仕様書を
作成します。

課内検討チームにおいて、高齢者支援セン
ターに配置を求めている地域介護予防推進
員や認知症地域支援推進員等の業務内容を
整理し、情報を共有するなど、効率的・効果的
な業務実施について検討しました。また、あり
方検討の結果を踏まえ、支援センター職員の
定数増を決定したほか、一部業務について委
託仕様を変更し、各支援センターへ提示しま
した。

実施実施 ○

3

個
別
計
画

フレイル予防
の推進

①フレイルチェック会を開催し、自身がフレイル（虚
弱）状態にあるか否かを確認することで、フレイル予
防に関する意識を高めます。チェック会では、運
動・栄養・口腔・閉じこもり等フレイルに関する総合
的なチェックを行い、専門職による予防に関する講
座を開催し、フレイル予防に必要な取り組みにつな
がるよう促します。
②ヒアリングフレイル対策として、加齢性難聴に関
するチラシの配布や聴こえの状態を確認できるアプ
リの紹介、操作方法の説明、チェック結果を踏まえ
た受診勧奨など、加齢性難聴の早期発見・早期受
診につなげるための啓発活動に取り組みます。

①フレイルチェック会参
加者に対するアンケート
のうち、「講座で学んだ
内容を日常生活の中に
取り入れてみたいです
か」について「取り入れて
みたい」と回答した方の
割合
②啓発活動の実施

①90％以上
②実施

○

部課名 いきいき生活部高齢者支援課

課の使命 高齢者が、住み慣れた地域で必要な支援を受けながら安心して暮らすことができ、社会参加や介護予防に取り組みやすい環境づくりを、地域の関係者と連携して行います。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①スキルアップのための
研修会を12月に開催す
るとともに、2月に第 2回
目の生活支援団体ネット
ワーク連絡会を開催しま
す。
②引き続き、生活支援団
体を紹介するチラシを介
護保険被保険者証に同
封し、活動を周知しま
す。

生活支援団体ネットワーク連絡会を2回開催
し、団体間の情報共有や意見交換を行ったほ
か、スキルアップのための研修会を開催し、団
体活動の活性化につなげました。
また、今年度から、65歳になる方約4,600人に
対して介護保険被保険者証を送付する際に、
生活支援団体を紹介するチラシを同封し、活
動の周知を図りました。
さらに、新たな団体の立ち上げ支援等を行
い、ネットワークの登録団体は16団体から2団
体増加し、18団体となりました。

18団体 B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き、各団体の
抱える課題の解消
につながる支援が
行えるよう、効果的
な研修や活動の周
知方法等、支援内
容を検討します。

6

個
別
計
画

生活支援団体
の活動の推進

高齢者等を対象に生活支援を実施している団体で
「生活支援団体ネットワーク」を構成しています。こ
れらの団体間での情報共有や意見交換を行う連絡
会を開催し、活動の充実・活性化を図っています。
このネットワークを更に充実させるため、新たに活
動を始めようとする団体の立ち上げを支援し、登録
団体数の増加を目指します。

生活支援団体ネットワー
ク登録団体数

17団体 ○

①6月に生活支援団体ネットワーク
連絡会を開催し、16団体が参加し
団体間での情報共有や意見交換
を行いました。
②今年度から新たな取組として、団
体の活動が充実するよう、65歳にな
る方に介護保険被保険者証を送付
する際に、生活支援団体を紹介し
活動者を募集する内容のチラシを
同封し、周知を図りました。
③新たに活動を始めようとする団体
に対し立ち上げ支援を行い、ネット
ワークの登録団体は、9月末時点で
18団体となりました。

5

個
別
計
画

医療・介護連
携の推進

高齢者が在宅で療養を続けるためには、医療や介
護など多職種の専門職の関わりが必要となります。
体調の急変時や入退院時など複数の専門職が必
要とされる時に、スムーズな連携を行うことを目的と
して、専門職に向けた多職種連携研修会を開催し
ます。また、在宅療養に係る知識や、町田市の取
組について理解を深めてもらうため、市民への研修
会を開催します。

多職種連携研修会の開
催数

2回 ○

2024年度の多職種連携研修会（2
回）のテーマについて、町田・安心
して暮らせるまちづくりプロジェクト
の研修部会において検討し、アド
バンス・ケア・プランニング（※）に決
定しました。また、市民向け研修会
の内容等の検討を行い、企画案を
策定しました。

（※）高齢者自身が将来的に望む
医療やケア（介護）について前もっ
て考え、家族や医療・ケアチーム等
と繰り返し話し合う取組み

4

個
別
計
画

介護予防自主
グループ活動
の支援・充実

自主グループの活動に参加する方の健康状態や
介護保険要介護認定状況の維持・改善を図るた
め、以下の3つの支援を行います。
①「町トレ」を行う自主グループに対し、リハビリテー
ション専門職が実技指導や体力測定などを行いま
す。
②介護予防活動を行う自主グループを対象とし
て、栄養学習や口腔体操などの介護予防に役立
つメニューを提供します。
③オンラインツールの使用方法を学ぶ講座を開催
して、自宅からでも自主グループ活動に参加できる
環境を整備します。

自主グループ参加者の
健康状態や介護保険要
介護認定状況が、前年
度と比べて維持又は改
善した割合

90％以上 ○

①「町トレ」を行っている70グループ
に対して、リハビリテーション専門職
による支援を計109回行いました。

②自主グループに対し、栄養学習
や口腔体操などのメニューを紹介
するチラシを配布したほか、自主グ
ループ間の交流会や介護予防に
関する講座を活用し、参加者へメ
ニューの周知を行いました。また栄
養学習や口腔体操などの講座を10
グループに回実施しました。
※中間確認と年度末確認で文言を
統一しました。

③オンラインツールの使用方法を
学ぶ講座を1回開催したほか、8ヶ
所の拠点に相談窓口を合計90回
設置しました。また、グループの活
動先等への出張相談を5回行いま
した。

以下の取組みを実施す
るとともに、2月に自主グ
ループ参加者の要介護
認定状況の確認及び前
年度との比較を行いま
す。
①引き続き、リハビリテー
ション専門職による「町ト
レ」のスタート応援及び
継続支援を実施します。
②高齢者支援センターと
連携し、自主グループの
ニーズに応じて情報提
供を行います。
③グループのニーズに
応じ、引き続きオンライン
ツール活用に向けた支
援を行います。

年間を通じて以下の取り組みを行った結果、
要介護認定状況の維持改善率が92.8％（速
報値）となり、目標を達成することができまし
た。
①「町トレ」を行っている自主グループのうち
83団体に対して、リハビリテーション専門職に
よる支援を合計146回行いました。
②自主グループを対象に、栄養や口腔に関
する講座を、6センターで合計16回実施しまし
た。
③オンラインツールの使用方法を学ぶ講座を
2回開催したほか、8ヶ所の拠点に相談窓口を
合計171日間設置しました。また、グループの
活動先等への出張相談を12回行いました。

92.8%
（速報値）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢化が進む中、
住民主体の介護予
防の取り組みは今
後益々重要となる
ため、引き続き、高
齢者支援センター
やリハビリテーショ
ン専門職等の関係
機関と連携して、グ
ループ活動の充実
を図っていきます。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢者が在宅で療
養を続けていくなか
での課題を的確に
把握し、課題に応じ
た適切なテーマ設
定を行い、専門職
や市民にとって有
用な研修会を企
画・開催します。

2024年10月に市民向け
研修会を開催します。ま
た、専門職向け研修会
について、企画内容等
の検討を行い、2025年2
月に開催します。

2024年10月に、市民向け研修会を開催し、ア
ドバンス・ケア・プランニングの必要性や活用
していただくための事例の紹介などを交えた
専門医による講演を実施しました。
2025年3月には、専門職向け研修会を開催
し、アドバンス・ケア・プランニングを現場で活
用するための専門医の講演や、それぞれの職
種において、できること、できないこと、不安な
ことを見える化し、職種間の役割分担を整理
するグループワークを実施しました。

2回



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

業務の進行管理及び時
間外勤務実施内容の確
認を徹底するとともに、
時差勤務やテレワークを
活用し、効率的な業務執
行を行うことにより、時間
外勤務の削減を図りま
す。

時間外勤務の事前確認の徹底、時差勤務や
テレワークの活用、課内での応援対応などに
より時間外勤務の削減を図りましたが、介護保
険法改正に伴う改定事務などの通常外業務
や、移動販売や認知症の人の社会参加推進
などの新規事業対応による業務の増加等によ
り、職員一人当たりの時間外勤務月平均時間
は18.6時間と目標を達成できませんでした。

18.6時間14時間 △

業務分担や業務手順の適正化など
により時間外勤務の削減を図りまし
たが、介護保険法改正に伴う、総
合事業サービス単価の改定事務や
地域包括支援センター運営事業者
の公募プロポーザル事務などに時
間を要したため、9月末時点での職
員一人当たりの時間外勤務時間の
月平均時間は18.5時間となりまし
た。

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

業務分担や業務手
順の適正化などの
さらなる推進によ
り、時間外勤務時
間の削減を図って
いきます。

8 -
時間外勤務時
間の削減

業務の適切な進行管理と業務プロセスの見直しに
より、業務の効率化と時間外勤務時間の削減を図
ります。

職員一人当たり時間外
勤務時間の月平均時間

7

事
務
事
業
見
直
し

予算・組織・事
業の効率化

課共通消耗品費を部で一元的に管理し、効率的な
執行を目指します。

一般会計消耗品費の一
元管理

実施 ○

一般会計分の消耗品に係る発注・
支払い業務について、部内一元化
に向けた運用方法について検討を
進めました。

一般会計分の消耗品に
係る発注・支払い業務に
ついて、部内一元化の
運用を開始します。

一般会計分の消耗品に係る発注・支払い業
務の部内一元化について、上半期に一元化
の運用方法の検討を行い、10月から部内一
元化の運用を開始しました。

実施 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き業務の効
率化に取り組みま
す。



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:目標で
あるeー
ラーニン
グの実施
に加え、
その内容
を工夫し
たことに
より、虐
待が疑わ
れるケー
スの他課
からの連
絡に繋
がったた
めです。

引き続き、市職員の
高齢者虐待に関す
る知識習得と意識
向上に努めます。

4 -
時間外勤務時
間の削減

業務の適切な進行管理と業務プロセスの見直しに
より、業務の効率化と時間外勤務時間の削減を図
ります。

職員一人当たりの平均
時間外勤務時間

17.8時間
（2023年度比
5%減）

△

効率的な打合せを行うために、資
料の事前確認を徹底し、時間短縮
を図りました。一方、ケースワーク業
務において対応に時間を要する
ケースが多かったことから、時間外
勤務時間が増加しました。（26.7時
間、2023年度比9%増27.0時間、
2023年度比48%増　※計算誤り）

引き続き、適切な業務分
担及び業務の効率化を
検討します。

効率的な打ち合わせを行うために、資料の事
前確認や打合せの参加者数を必要最小限に
することで他業務の従事時間の確保に努めま
した。また、他担当からの応援により、業務負
担の軽減を図りました。一方、高齢者虐待の
増加に伴うケースワーク業務や適正な高齢者
住宅使用料の再算定の対応等、時間を要す
る業務の発生が続いたことにより、時間外勤
務時間が増加しました。（12月末時点で27.8
時間、2023年度比53%増）

27.8時間(12
月末時点)

D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

引き続き、業務分
担の適正化を行
い、業務の効率化
と時間外勤務の削
減を図ります。

7月からe-ラーニングの内容を検討
し、高齢者虐待の実態、虐待の兆
候に気付くポイント、発見後の連絡
や対応をとりまとめた資料を、9月に
作成しました。

10月から11月にかけて
高齢者虐待に関するeー
ラーニングを実施しま
す。
その後、e-ラーニングの
結果の集計及び分析を
行います。

11月6日から11月20日にかけて、高齢者虐待
に関するeーラーニングを実施しました。
2,043名の職員から回答があり、正答率は
79％でした。回答集計において、虐待の類型
別の多さを問う項目で正答率が低い結果とな
り、今回のeーラーニングでの解説を通して、
市職員が実情を知ることができました。
具体的な虐待事例を問う設問を充実させ、e-
ラーニング実施後、他課から、市民対応の中
で虐待が疑われるのではないかとの連絡が複
数寄せられました。

実施

B

B:目標で
あるアン
ケートの
実施に
加え、そ
の結果を
活用し、
事業の
見直しま
で達成し
たためで
す。

引き続き、効果的な
事業の実施に向け
て、事業の見直しを
検討します。

2

個
別
計
画

組織的対応力
の強化

高齢者への虐待や高齢者自身の支援拒否等の困
難ケースについて、地区担当者だけで課題解決を
図るのではなく、全ての担当者及び保健師やケア
マネジャー等の専門職によるケース検討会議を開
催し、高齢者やその家族への必要な支援につなげ
ます。
ケース検討会議による事例検討や情報共有を積み
重ね、職員一人ひとりの能力を向上させることで、
組織的対応力を強化します。

ケース検討会議の開催
回数

12回 ○

ケース検討会議を6回実施しまし
た。全ての担当者及び保健師、ケ
アマネジャー、社会福祉士等によ
る、多職種からの多角的視点を取り
入れ、、高齢者やその家族に必要
な対応し、状況に応じた支援を行
いました。

引き続き、多職種による
ケース検討会議を行い、
職員一人ひとりの能力を
向上させることで、組織
的対応力を強化します。

ケース検討会議を12回実施しました。
ケース検討会議では、対応が困難となってい
る事案について、ケースワーク担当者と窓口
担当者で課題解決に向けた検討を行いまし
た。
職員の知識や経験に基づく様々な意見を出
し合い、解決の糸口となる支援内容を定め、
課題解決に向けて取り組みました。

12回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、対応が困
難な事案の対策に
ついては、多職種
による検討を行い、
組織的対応力の強
化に努めます。

1

事
務
事
業
見
直
し

高齢者日常生
活支援事業の
見直し

施設入所や寝たきり等の事情で理美容店に行くこ
とが困難な高齢者や、生活保護を受給している高
齢者等に調髪利用券を交付しています。調髪利用
券の使用率にばらつきが見られるため、交付された
調髪利用券を使用していない方に対し、その理由
等を把握するためのアンケートを実施します。

高齢者調髪事業対象者
へのアンケートの実施

計画
類型

交付された調髪利用券を使用して
いない方へのアンケートの内容に
ついて、9月から検討を開始しまし
た。

引き続き、アンケートの
検討を行い、12月に作
成後、2025年1月からア
ンケートを実施します。

アンケートについて、より効果的な検証を行う
ため、当初の予定から対象及び内容を変更
し、調髪利用券を使用できる施設に対して実
施しました。
更に、アンケート結果を活用して、2025年度に
向けた事業の見直しを実施しました。

実施実施 ○

3

個
別
計
画

市職員の高齢
者虐待に関す
る知識習得と
意識向上

職員一人ひとりに高齢者虐待の実態を知ってもら
い、窓口対応時等において高齢者虐待の恐れが
ある等、職員がその兆候に気づき、高齢者支援課
への連絡等、適切な対応が行えるよう、全ての市職
員を対象に、高齢者虐待に関するe-ラーニングを
実施します。

e-ラーニング実施 実施 ○

部課名 いきいき生活部高齢者支援課高齢者総合相談担当

課の使命 高齢者とその家族が、住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者支援センター等の相談支援機関や介護サービス事業者等と連携して必要な支援や権利擁護に取り組みます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

介護が必要になっ
たときに速やかに介
護サービスを利用
する手続きに進め
るよう、介護保険制
度の周知を行う必
要があります。その
ため、市民により分
かりやすく周知でき
るように内容や周知
方法について引き
続き検討していきま
す。

2

個
別
計
画

良質な介護
サービスの提
供の促進

市内特別養護老人ホームのうち、入所者の要介護
度の改善につながったサービスを提供した施設に
対して奨励金を交付することで、良質な介護サービ
スの提供を促進し、入所者の要介護度改善者数の
増加を目指します。

市内特別養護老人ホー
ム入所者で要介護度が
改善した人数

130人 ○

・市内特別養護老人ホームの施設
責任者に対し、4月に奨励金の交
付要件や年間スケジュール等を説
明しました。また、施設職員の意欲
向上につながるよう、5月の事業所
連絡会で、過去7年度分の奨励金
の交付実績と奨励金が職場環境の
改善や福利厚生のために活用され
ることを示しました。

・2023年度における要介護度改善
につながった事例等を把握するた
め、6月にアンケートを実施しまし
た。

・アンケート結果を踏ま
え、市内特別養護老人
ホームへ要介護度改善
につながった好事例の
紹介を行います。また、
多くの施設職員に制度を
理解していただくため、
チラシを作成して制度の
周知を行います。

・2月に市内特別養護老
人ホーム入所者の要介
護度の改善状況を確認
します。

・市内特別養護老人ホームに入所中の認定
更新の対象者数が2023年度の889人から
2024年度は651人と238人減少したため、要介
護度が改善した人数は、目標を下回る110人
でした。しかしながら、要介護度が改善した人
数は2023年度よりも8人増加し、また、認定更
新予定対象者に対する要介護度が改善した
人の割合は11.47%から16.89%に増加しまし
た。

・4月～6月に、介護事業所連絡会等で事業の
取り組み内容等に関する説明やアンケートを
実施し、要介護度改善につながった好事例を
市内特別養護老人ホームへ紹介し、事業活
用を促しました。

・新たに、制度周知のチラシを作成し、10月に
各施設へ配布しました。加えて、これまで申請
がなかった1施設については、訪問し、施設長
等へ直接制度を説明しました。

・施設職員の意欲を高めるため、施設が奨励
金を申請しやすくなるよう2025年度からの制
度を見直しました。

110人 D

D:取り組
みました
が、成果
が不十
分である
ためで
す。

施設職員一人ひと
りの事業への理解
を深めるために、事
業の趣旨及び内容
の周知を続けるとと
もに、効果的な周
知方法を検討し実
施します。
また、事業者の申
請への意欲を向上
するために、2025
年度から開始する
新制度について効
果検証を行い、申
請の煩雑さを解消
します。

1

個
別
計
画

介護保険制度
の周知

介護が必要になったときに速やかに介護サービス
を利用する手続きに進めるよう、介護保険制度や3
年ごとに行う制度改正について、介護保険のしおり
やホームページを通して広く市民へ周知し、制度
への理解促進を図ります。

市民へ向けた周知の取
り組み件数

計画
類型

広く市民へ介護保険制度や制度改
正について周知するため、以下4件
の取り組みを行いました。

・4/1に制度改正についてホーム
ページに掲載しました。
・7/1に制度改正について広報に掲
載しました。
・7/1に第１号被保険者に対し、制
度や制度改正について記載した介
護保険料納入通知書を発送しまし
た。
・制度や制度改正について詳しく
記載した介護保険のしおりを介護
保険料納入通知書に同封しまし
た。

・ホームページの見直し
を適宜行い、制度の周
知を行います。

・11月にハートページ
（2024～2025年・町田市
版）12,000部を発行し、
介護保険課窓口や高齢
者支援センター等に配
布します。

広く市民へ介護保険制度や制度改正につい
て周知するため、以下5件の取り組みを行い、
制度への理解促進を図りました。

・4月に制度改正についてホームページに掲
載しました。
・7月に制度改正について広報に掲載しまし
た。
・7月に第１号被保険者に対し、制度や制度改
正について記載した介護保険料納入通知書
を発送しました。
・制度や制度改正について詳しく記載した介
護保険のしおりを介護保険料納入通知書に
同封しました。また、介護保険のしおりは年度
途中に65歳に到達した方、転入した方へも送
付しました。
・11月にハートページ（介護保険制度や介護
サービス事業所等の情報を掲載した冊子）を
発行し、介護保険課窓口や高齢者支援セン
ター等で配布しました。

5件5件 ○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

部課名 いきいき生活部介護保険課

課の使命
介護保険制度をわかりやすく周知するとともに、「町田市いきいき長寿プラン24-26」の取組を着実に実施し、安定した事業運営を図ります。
介護サービス事業者が良質なサービスを提供できるよう必要な支援や助言を行い、市民がいつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられることを目指します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

5

事
務
事
業
見
直
し

4

個
別
計
画

指定申請等に
関する介護
サービス事業
者の文書負担
軽減

事業者が市から「介護サービス事業者」としての指
定を受けるための申請について、電子申請・届出
システムの活用を推進することで、文書の作成や届
出の負担を軽減します。

介護サービス事業者指
定等に係る申請等のう
ち、電子申請の比率

10% ○

4月及び6月の介護報酬改定による
加算項目の変更申請の届出に関
する案内文に、電子申請届出シス
テムによる申請を促す文章を記載
しました。
また、日頃の業務で申請案内を行
う際にも、システムによる申請を推
奨しました。

①当初の目標を上方修
正し、引き続き、調査票
の電子伝送化への移行
の働きかけを実施しま
す。

②当初の目標を上方修
正し、引き続き、認定審
査会の委員に対し電子
資料の利用促進を行い
ます。

①外部の介護サービス事業者に対し調査票
の電子伝送化への働きかけを年間を通し継続
して行ったことで、電子伝送化比率は目標値
の37%を達成しました。その結果、調査票の郵
送にかかる手間や時間が削減され、介護認定
事務を効率化することができました。

②認定審査会の委員に対し電子資料の利用
促進を年間を通し、継続して行ったことで、認
定審査会資料を電子化した比率は目標値を
上回る50%となりました。その結果、認定審査
会資料の郵送にかかる手間や時間が削減さ
れ、介護認定事務を効率化することができま
した。

①37%

②50%
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①調査票の電子伝
送化に関して、複
雑な手続きが必要
と誤解している事業
者がまだ多くいま
す。そのため、負担
なく始められること
を改めて説明する
必要があります。周
知や説明方法につ
いて見直しを行い、
調査票の電子伝送
化を推進していきま
す。

②全委員が電子資
料を利用できる環
境を整備する必要
があります。貸与用
の端末を用意する
ことで、認定審査会
資料の電子化のさ
らなる促進を図りま
す。

住宅地図製本
版購入部数の
削減

書籍等購入費について、毎年事業ごとに住宅地図
を2部を購入していましたが、課内で共有すること
で、１部削減します。

住宅地図の購入数 1部 ○
住宅地図を2部から1部へ削減する
にあたり、課内の運用方針を検討し
ました。

12月に住宅地図を2部か
ら1部に削減して購入し、
1部での運用を開始しま
す。

住宅地図を課内で共有することで、購入部数
を2部から1部へ削減しました。

1部 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、課内の物
品の共有化を推進
します。

3

個
別
計
画

デジタル技術
を活用した介
護認定事務の
効率化

①市全体の認定調査のうち、市職員による調査は
認定調査タブレットの導入により電子伝送化が完了
しています。外部の介護サービス事業者への委託
分についても、認定調査票を電子伝送化する件数
の増加を目指します。

②認定審査会の委員の年齢層が広いため、一定
の時間をかけて認定審査会資料を電子化する委
員数の増加を目指します。

①認定調査票を電子伝
送化した比率（外部介護
サービス事業者への委
託分）

②認定審査会資料を電
子化した比率

①37% 20%

②40% 27%

※当初目標を
達成したた
め、目標を上
方修正しまし
た。

◎

①外部の介護サービス事業者に対
し調査票の電子伝送化への働きか
けを行ったことで、認定調査票の電
子伝送化比率は34%となり目標値を
超える成果をあげることができまし
た。

②認定審査会の委員に対し電子資
料の利用促進を行ったことで、認定
審査会資料を電子化した比率は
37%となり目標値を超える成果をあ
げることができました。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

更なる利用率の向
上を目指すため、
引き続き、申請案
内や問い合わせ時
に電子申請届出シ
ステムの案内を行
います。また、ホー
ムページを見やす
く整理するなどし
て、システムの利用
を促進していきま
す。

・引き続き、各事業所連
絡会にて電子申請届出
システムの利用を促進し
ます。

・市から各申請を依頼す
る際に、電子申請届出シ
ステムの利用を促進しま
す。

電子申請・届出システムの申請の比率を向上
させるために以下4件の取り組みを行った結
果、申請の比率が目標を大きく超える15%とな
り、申請にかかる事業者の負担を軽減しまし
た。

・各介護事業所連絡会を通じて電子申請・届
出システムを利用するよう案内しました。
・介護報酬改定に伴う届出等、各種申請を依
頼する際に、電子申請・届出システムを利用
するよう案内しました。
・事業者からの各種申請等に関する問い合わ
せの際に、電子申請届出システムを利用する
よう個別に案内しました。
・新たに電子申請届出システムの利用を促す
チラシを作成し、ホームページに掲載すること
で、市内事業所への周知を図りました。

15%



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

引き続き「住宅改修の手
引き」やQA等を活用し、
ケアマネジャーや事業者
の疑問を解消し、介護保
険による住宅改修制度
の理解及び工事の質の
向上に努めます。

・住宅改修研修の開催頻度を2年に1回に縮
小し、2024年度は研修を開催しませんでし
た。代替として「住宅改修の手引き」やQA等を
見直し、ケアマネジャーや事業者にとって制
度や申請方法がわかりやすくなるよう努め、工
事の質の向上を図りました。

・ケアマネジャーが適切に申請を支援できるよ
う、「住宅改修の手引き」では必要書類の記載
方法をわかりやすくなるように見直しました。

・ケアマネジャーや事業者から頻繁に寄せら
せる疑問を解消するために、QAの内容を充
実させました。

2年に1回2年に1回 ○
2024年度は研修を開催しないた
め、代わりとなる「住宅改修の手引
き」やQA等を見直し、内容の充実
を図りました。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢者が住宅改修
給付を適正に利用
するためには、ケア
マネジャーや事業
者の制度への理解
が不可欠です。引
き続き、ケアマネ
ジャーや事業者が
制度を正しく理解
し、適切に申請を行
えるよう周知を行
い、工事の質の向
上に努めます。

7

事
務
事
業
見
直
し

住宅改修研修
開催の縮小

2023年度まで毎年開催していた介護サービス事業
者向け住宅改修研修について、介護保険制度改
正が3年に1度であり、隔年開催であっても住宅改
修の質を確保できることから、開催頻度を2年に1回
に縮小します。

開催頻度

引き続きケアプラン点検
等を行い、介護給付の
適正化を図ります。

・給付費通知の送付を廃止することで、約100
万円の費用を削減しました。代替としてケアプ
ラン点検を年間66件、事業所からの介護報酬
の請求内容の確認を毎月1回行うことで介護
給付の適正化を図りました。

・ケアプラン点検では指標となるチェックポイン
トシートを活用し、点検者が共通の認識を持
つことで点検の質が向上しました。

・介護給付の適正化を更に推進するために、
主任介護支援専門員協議会と協力し、2025
年度以降のケアプラン点検の件数増加に向
けた点検方法の見直しを行いました。

廃止 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

高齢者が増加する
中、安定的な介護
保険事業を運営す
るために、ケアプラ
ン点検の点検件数
を増やし、更なる介
護給付の適正化を
図ります。

6

事
務
事
業
見
直
し

給付費通知送
付の廃止

介護給付の適正化のため、国は市に対 し、介護
サービス利用者への給付費通知 (利用した介護
サービスの内訳)の送付を義務付けていま したが、
2024年度からは任意となりました。
市は、毎年介護サービス利用者のケアプラン点検
等を行っており、この中で介護給付の適正化や適
切なケアプラン作成の推進等を行っているため、給
付費通知の発送を廃止します。

給付費通知の送付状況 廃止 ○

給付費通知に代わり、適切なケア
プラン作成を推進するため、ケアプ
ラン点検の指標となるチェックポイ
ントシートを作成し、活用を開始しま
した。


